
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  構築しようとする構造物の形状に応じて
複数のプレキャストコンクリート型枠を縦横に連接し、
該型枠によって囲まれた空間内に二次コンクリートを打
設してコンクリート構造物を構築するプレキャストコン
クリート型枠工法において、
前記連接されるプレキャストコンクリート型枠間の接合
部から所定の間隔を隔てた内方に、それぞれのプレキャ
ストコンクリート型枠に埋設された鉄筋に対して平行に
配設され且つ所定の重ね合わせ長さを有する継手筋を、
前記連接されるプレキャストコンクリート型枠に跨るよ
うに配筋した後、前記二次コンクリートを打設すること
を特徴とするプレキャストコンクリート型枠の継手方
法。
【請求項２】  前記継手筋の端部には、フックが形成さ

れていることを特徴とする請求項１に記載のプレキャス
トコンクリート型枠の継手方法。
【請求項３】  前記重ね合わせ長さは、３５φ以上であ
ることを特徴とする請求項２に記載のプレキャストコン
クリート型枠の継手方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は、例えばプレキャスト
コンクリート（以下、ＰＣと称する）型枠工法における
ＰＣ型枠の継手方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、ＰＣ型枠を打込み型枠として
用いる工法が開発されており、この工法によれば型枠の
解体作業を省略して工期の短縮と省力化を図ることがで
きる。この工法を用いて橋脚を施工する場合の例を図７
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（ａ），（ｂ），（ｃ）に示す。同図の例は、橋脚の基
礎部分にコンクリートＣ１を現場打ちした後、該基礎上
に、予め工場で製作された複数のＰＣ型枠１００を縦横
に連接して構築しようとする橋脚の断面形状に応じた閉
断面を形成し、これらのＰＣ型枠によって囲まれた空間
内に二次コンクリートＣ２を打設して橋脚躯体を完成す
るものである。
【０００３】それぞれのＰＣ型枠１００は、縦方向に配
筋された主筋１０２と、横方向に配筋された配力筋（引
張鉄筋）１０４とを有している。隣接するＰＣ型枠の鉄
筋同士を継ぐ方法としては、機械式継手、溶接式継手、
重ね継手等が知られている。図７（ｃ）では、接合部と
なるＰＣ型枠１００の端部内側に形成された切欠１００
ａ内に突出する配力筋同士が、フープグリップ（機械式
継手）１０６により継がれている。継手作業は、二つの
型枠１００，１００の端部を対向させたときに前記二つ
の切欠１００ａ，１００ａによって形成される狭隘空間
を利用して行われる。この狭隘空間内の配力筋には後鉄
筋１０８が組み付けられる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな機械式継手１０６は、狭い作業空間で鉄筋一本一本
を継ぐ作業が面倒であるとともに、複数のＰＣ型枠１０
０，１００を厳格に位置決めしなければ鉄筋を継ぐこと
ができないので高い組立精度が要求される結果、工期の
短縮と省力化を図るといったＰＣ型枠工法のメリットを
減殺する。これは、図８に示す溶接式継手を採用した場
合にも同様である。
【０００５】これに対し、図９に示す重ね継手は、隣接
するＰＣ型枠１００，１００から大きく突出する配力筋
１０４，１０４を所定の重ね合わせ長さを有して重ね合
わせるものであるので、作業が容易でありかつ高い組付
精度が要求されない反面、重ね合わせ長さに応じた長さ
分の多数の後配筋１０８，１０８を要するばかりか、外
型枠の建込み及びその解体作業が必要となって、ＰＣ型
枠工法のメリットを減殺すること機械式継手並びに溶接
式継手と同様である。
【０００６】本発明者は、鉄筋の継手方法について鋭意
研究し実験を行った結果、重ね合わされる二つの鉄筋間
に所定の間隔を有していても、従来の重ね継手と同様な
接合強度が得られることを知見した。
【０００７】この発明は、以上の知見に基づいてなされ
たものであって、作業が容易でかつ高い組立精度が要求
されず、しかも後鉄筋及び外型枠を要さずに工期の短縮
と省力化を図ることができるＰＣ型枠の継手方法を提供
すること目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、この発明は、構築しようとする構造物の形状に応じ
て複数のＰＣ型枠を縦横に連接し、該型枠によって囲ま

れた空間内に二次コンクリートを打設してコンクリート
構造物を構築するＰＣ型枠工法において、前記連接され
るＰＣ型枠間の接合部から所定の間隔を隔てた内方に、
それぞれのＰＣ型枠に埋設された鉄筋に対して平行に配
設され且つ所定の重ね合わせ長さを有する継手筋を、前
記連接されるＰＣ型枠に跨るように配筋した後、前記二
次コンクリートを打設することを特徴とする。
【０００９】好ましくは、継手筋の端部にフックを形成
したり、重ね合わせ長さを３５φ以上とした方がよい。
【００１０】
【作用】上記構成において、ＰＣ型枠を組み付けて構築
しようとする構造物の断面形状に応じて閉断面を形成
し、ＰＣ型枠の接合部内方に二つのＰＣ型枠に跨るよう
に継手筋を配筋し、型枠によって囲まれた空間内に二次
コンクリートを打設することにより、継手筋はＰＣ型枠
に埋設された鉄筋に対して平行に配設され且つ所定の重
ね合わせ長さを有する。隣接する一方のＰＣ型枠の鉄筋
に加えられる応力は、継手筋を介して他方のＰＣ型枠の
鉄筋に伝達される。
【００１１】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細
に説明する。図１は本発明の好適な実施例を示し、連接
されるＰＣ型枠１，１（厚さ寸法は約２５mm）間の接合
部２内方に、それぞれのＰＣ型枠１，１に埋設された配
力筋３，３に対して平行に配設され且つ所定の重ね合わ
せ長さｌ（エル）を有する継手筋４を、配力筋３，３か
ら所定の間隔ｄを隔てて前記連接されるＰＣ型枠１，１
に跨るように配筋した後、二次コンクリートＣ２を打設
するものである。なお、継手筋４としては、その両端部
に半円形のフック４ａを備えたものを用いた。
【００１２】ここで、本発明者が行った配力筋３，３と
継手筋４との間に間隔を有している場合の継手性能実験
について詳述する。
【００１３】〈供試体〉本発明に係る供試体Ｎとして、
図２（ａ），（ｂ）に示すように、６００×３００×１
５０mmの寸法を有するほぼ直方体形状であって、かつ長
手方向の中央部にひび割れ誘発用の２０mmの目地部５を
形成したものを用いた。供試体Ｎの内部には、中心線よ
り偏心した位置に長手方向に延びる引張鉄筋６，６を配
筋し、それぞれの引張鉄筋６，６の端部を前記目地部５
の近傍で僅かな間隔を有して対向させた。そして、それ
ぞれの引張鉄筋６，６に対し平面的に見て所定の重ね合
わせ長さｌを有する継手筋７を、引張鉄筋６，６との間
に５５mmの間隔を有して配筋した。継手筋７は、両端部
にフック７ａを備えたものを用いた。引張鉄筋６及び継
手筋７としては、Ｄ１０（ＳＤ３５）を使用した結果、
引張鉄筋６と継手筋７との間隔は５．５φとなった。重
ね合わせ長さｌは、３０φ、４０φ、５０φとし、それ
ぞれの重ね合わせ長さｌを有する供試体をＮ３０、Ｎ４
０、Ｎ５０と称した。なお、引張鉄筋６のうち継手筋７
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が重ならない部分は、コンクリートとの付着を切った。
【００１４】また、本発明との効果の相違を比較するた
め、従来例として、図３（ａ），（ｂ）に示すように、
供試体Ｎと同様な形状であって、中心線上に配筋された
対向する二本の引張鉄筋６，６を、所定の重ね合わせ長
さｌ（４００mm）をもって重ね継手とした供試体Ｌを用
いた。なお、両引張鉄筋６，６は、本発明と同じくＤ１
０（ＳＤ３５）を使用するとともに、端部にフック６ａ
を備えたものを用いた。
【００１５】〈載荷方法〉供試体Ｌ、Ｎの双方とも、引
張鉄筋６の一端（両図（ａ）中で右端）を固定し、他端
（同図中で左端）を油圧ジャッキで加力して、引張鉄筋
６及び継手筋７の複数点における荷重並びに歪を測定し
た。また、供試体が変形による曲げモーメントの影響を
受けないように、供試体の引張方向に対する側面をロー
ラで支持した。
【００１６】〈実験結果〉

破壊荷重
各供試体は、載荷荷重２．６～２．７tonfで引張鉄筋６
が降伏した後、供試体Ｌ、Ｎ３０、Ｎ４０、Ｎ５０がそ
れぞれ４．０tonf、３．９tonf、４．１tonf、４．１to
nfの荷重で破壊に至った。なお、それぞれの破壊態様
は、Ｌ及びＮ４０が引張鉄筋の破断、Ｎ３０が引張鉄筋
の抜け出し、Ｎ５０が継手筋の破断であった。この結果
から、重ね合わされる二つの鉄筋間に所定の間隔を有し
ていても、従来の重ね継手とほぼ同様の耐力が確保され
ることが分かった。なお、引張鉄筋６の降伏時には、コ
ンクリートの目地部５にひび割れが発生した。
【００１７】 鉄筋の応力分布
図４、図５は、供試体Ｎ４０、供試体Ｌのそれぞれの引
張鉄筋６の降伏時（載荷荷重２．６tonf）における継手
筋７の中央部からの距離と鉄筋応力との関係を示してい
る。
【００１８】そして、図４から、引張鉄筋６及び継手筋
７の応力分布は、目地部５を境にほぼ対称となることが
分かった。同図に示す引張鉄筋６の降伏時では、前述し
たようにコンクリートにひび割れが発生し、従ってコン
クリートが荷重の伝達機能を有していないことから、引
張力が継手筋７を介して充分に伝達されていることが明
らかとなった。
【００１９】また、図５から、引張鉄筋６の応力は、定
着位置からの距離（ｘ）が長くなるにつれて小さくなる
ことが分かった。また、目地部５近傍の応力はひび割れ
の影響によってやや大きくなる傾向を示すことが分かっ
た。
【００２０】図６は、引張鉄筋６の降伏時における継手
筋７の応力分布を示している。各点の応力は、供試体Ｌ
４０の目地部５を境として対称に位置する二つの測定点
の平均値を用いた。同図から、継手筋７の中央部からの
距離が３５φ以上の鉄筋部分には応力が殆ど発生してお

らず、同部分の鉄筋は応力伝達に殆ど関与していないこ
とが分かる。従って、本発明において充分な応力伝達を
行うために必要となる引張鉄筋６と継手筋７との最小重
ね合わせ長さは３５φ程度であると考えられる。
【００２１】以上の実験結果より、引張鉄筋６と継手筋
７との間に所定の間隔を有していても、所定の重ね合わ
せ長さを有していれば、破壊荷重が従来の重ね継手とほ
ぼ等しく、しかも引張力が継手筋７を介して充分に伝達
されることが明らかとなったので、本実施例のように、
継手筋４をＰＣ型枠に埋設された配力筋３，３との間に
所定の間隔ｄを隔てて配筋しても、鉄筋一本一本を継い
だり高い精度でＰＣ型枠を建込むことなく、配力筋３，
３同士を重ね継手とした場合と同様な接合強度が得られ
る。しかも、従来の重ね継手を用いた場合に必要であっ
た、重ね合わせ長さに応じた長さ分の多数の後配筋や、
外型枠の建込み及びその解体作業が不要となり、ＰＣ型
枠工法自体が有する型枠の解体作業が不要となるといっ
たメリットと相俟って、著しい工期の短縮と省力化を図
ることができる。
【００２２】なお、この発明は、上記実施例のものに限
定されず、継手筋７は配力筋３に対して平行に配設され
且つ所定の重ね合わせ長さを有していればよく、側面か
ら見て離間していてもよい。この場合、好ましくは、配
力筋３のほぼ同一水平位置に継手筋７を配筋した方がよ
い。また、この発明は、ＰＣ型枠の配力筋を継ぐ場合の
みならず、主筋を継ぐ場合にも適用することができるこ
とは勿論である。
【００２３】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、重ね合わされる二つの鉄筋間に所定の間隔を有して
いても、従来の重ね継手と同様な接合強度が得られると
いった知見に基づいて、連接されるＰＣ型枠間の接合部
から所定の間隔を隔てた内方に、それぞれのＰＣ型枠に
埋設された鉄筋に対して平行に配設され且つ所定の重ね
合わせ長さを有する継手筋を、連接されるＰＣ型枠に跨
るように配筋した後、二次コンクリートを打設する構成
としたため、作業が容易でかつ高い組立精度が要求され
ず、しかも後鉄筋及び外型枠を要さずに工期の短縮と省
力化を図ることができ、ＰＣ型枠工法自体が有する型枠
の解体作業が不要となるといったメリットと相俟って、
著しい工期の短縮と省力化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例を示す断面図である。
【図２】（ａ）この発明の実験に用いられた供試体の断
面図である。
（ｂ）図２（ａ）の側面図である。
【図３】（ａ）比較例として用いられた供試体の断面図
である。
（ｂ）図３（ａ）の側面図である。
【図４】この発明に係る鉄筋の応力分布を示すグラフで
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ある。
【図５】比較例に係る鉄筋の応力分布を示すグラフであ
る。
【図６】この発明に係る継手筋の応力分布を示すグラフ
である。
【図７】（ａ）ＰＣ工法を用いて施工される橋脚の側面
図である。
（ｂ）図７（ａ）の横断面図である。
（ｃ）従来の機械式継手を説明するための図７（ｂ）の
Ａ部拡大図である。

【図８】従来の溶接式継手を説明する図である。
【図９】従来の重ね継手を説明する図である。
【符号の説明】
１  ＰＣ型枠
２  接合部
３  配力筋（引張鉄筋）
４  継手筋
ｌ  重ね合わせ長さ
ｄ  鉄筋間隔
Ｎ、Ｌ  供試体

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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